
郵便入札の方法について 

 

入札書（様式第１号）    工事費内訳書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （中封筒 表面）    (中封筒 裏面)             （外封筒） 

 

【提出方法】 

一般書留、簡易書留または特定記録郵便 

 

【入札が無効になるケース】 

① 入札に参加する資格のない者が入札した 

② 入札が明らかに不正行為によると認められる 

③ 公告で示した入札書の到達期限を過ぎて到達した 

④ 中封筒に記入している工事名と入札書又は工事費内訳書の工事名が異なる 

⑤ 入札書の入札金額と工事費内訳書の積算価格が異なる 

⑥ 入札書の入札金額、氏名及び印鑑について、誤脱及び判読不可能な記載がある 

⑦ 一つの入札について、同一の入札参加者が二つ以上入札した 

⑧ 入札書及び工事費内訳書を中封筒に入れていない 

 

【同額入札】 

落札となるべき同価格の入札をした者が２者以上いるときは、くじにより落札者を決

定します。 
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入札書の日付は、公告に記載し

ている開札の日を記載する。 

 

工事費内訳書の積算価格が入札

書の金額と合致していること。 

 

工事番号、工事名、会社名、代

表者名、押印に誤脱がないこと。 
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